
２０２４年５月２９日　衆議院文部科学委員会 配付資料 ①-１　日本共産党 宮本岳志

出典 ： 大阪広域環境施設組合 提出資料　赤線は宮本岳志事務所
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２０２４年５月２９日　衆議院文部科学委員会 配付資料 ①-２　日本共産党 宮本岳志

出典 ： 大阪広域環境施設組合 提出資料　赤線は宮本岳志事務所
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２０２４年５月２９日　衆議院文部科学委員会 配付資料 ②　日本共産党 宮本岳志 出典 ： ２０２４年５月２５日付 「しんぶん赤旗」　赤線は宮本岳志事務所



２０２４年５月２９日　衆議院文部科学委員会 配付資料 ③　日本共産党 宮本岳志 出典 ： 文部科学省　赤線は宮本岳志事務所



２０２４年５月２９日　衆議院文部科学委員会 配付資料 ④　日本共産党 宮本岳志

出典 ： 文部科学省 提出資料　赤線は宮本岳志事務所

小学校、中学校、高等学校等の遠足・修学旅行について

文初中第四五〇号

昭和四三年一〇月二日

各都道府県教育委員会あて

文部省初等中等教育局長通達

小学校、中学校、高等学校等の遠足・修学旅行について

標記のことについてはくり返し通達してきたところであり、最近においては、特に、その事故防止につ

いて昭和四三年六月一〇日付け文初中第三三八号をもつて通知したところであります。

貴委員会におかれても、すでにこれらの趣旨の徹底についてじゆうぶん御配慮のことと思いますが、

このたび、遠足・修学旅行の計画と実施に関し、特に留意すべき事項を下記のとおりまとめました。

ついては、貴委員会におかれては、この趣旨を御了知のうえ、各学校における遠足・修学旅行が適

切に運営され、特に事故の絶無が期せられるよう管下の市町村教育委員会および学校に対し、いつ

そうの御指導をお願いします。

また、盲学校、聾学校および養護学校ならびに小学校、中学校の特殊学級における遠足・修学旅行

については、児童生徒の心身の障害の種類や程度に応じ、特別な配慮がなされるよう御指導かたあ

わせてお願いします。

なお、貴委員会において作成している遠足・修学旅行の基準等についても再検討され、必要に応じそ

の改善を図られるよう御配慮願います。

記

[Roman1 ]　遠足・修学旅行の計画と実施

1　遠足・修学旅行は学校の教育課程上「学校行事等」に位置づけられる教育活動であるので、小学

校、中学校および高等学校の学習指導要領、学校行事等指導書等に示すところにより、そのねらい

を明確にし、その内容をじゆうぶんに吟味して、教育的効果を高めるようにすること。

2　学校における教育活動は、一般にその教育の場が学校内に限定されているが、遠足・修学旅行

は学校外に教育の場を求めて行なわれる活動であるので、学校内では得がたい学習を行なう機会と

して有効に活用するようその計画と実施にあたつて学校の創意と教育的識見をじゆうぶんに生かし、

いわゆる物見遊山や観光旅行に終わらせることのないようにすること。

3　学校において、遠足・修学旅行を計画、実施するにあたつては、特に次の事項に留意すること。

(1) 原則としてすべての児童生徒が参加できるように計画すること。なお、参加できない児童生徒が

ある場合には、その指導についても遺憾のないよう配慮すること。

(2) 参加人員の多い場合は、できるだけ大集団の行動を避け、適当な人数の集団に分けるなどの方

法をとり、指導の効果を高めるとともに、事故の絶無を期すること。

(3) 目的地や見学先を精選し、ゆとりのある計画をたて、児童生徒の疲労の軽減を図るとともに、教

育的効果を高めるようにすること。

なお、小学校にあつては、宿泊を伴う計画のある場合にも車船中泊を避け、中学校、高等学校にあ

つても、往復とも車船中泊をすることはできるだけ避けること。

(4) 引率教職員の数は、必要にしてじゆうぶんなものとするとともに、引率責任者を明確にするなど、

その指導組織や事務分担を明らかにし、常に児童生徒を掌握し、秩序ある行動と安全が保てるよう




